
平成 20年 8月号19

お　

知　

ら　

せ

農
作
業
標
準
労
働

賃
金
協
定
額

作　業　名
協定額

( 税込み )
摘　　要

稲刈

バインダー

（10a 当り）
7,900 円   すみ刈りは、委託者で行う

賄

い

な

し

コンバイン

（10a 当り）
15,800 円

 １．カッター使用の場合は 600 円加算

 ２．結束機使用の場合は 2,200 円加算

 ３．すみ刈りは、委託者で行う

 ４．倒伏の場合は次のように加算する

　    ５割～７割の倒伏　　　１割増

       ７割以上の倒伏　　　　２割増

一般労務 800 円   １時間当たり

耕
こう

耘
うん

耕　耘　機

トラクター

（10a 当り）

6,000 円   農地の状況により適宜加算 

稲脱穀
ハーベスター

（10a 当り）
7,500 円

堆肥 散　　　布 2,200 円
 １．１トン当たりの料金とする

 ２．堆肥料金は別途料金とする

　

大
山
町
農
業
委
員
会
か
ら
平
成
20

年
後
期
農
作
業
標
準
労
働
賃
金
協
定

額
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
期
間
は
、

平
成
20
年
8
月
〜
平
成
21
年
3
月
末

ま
で
で
す
。

(消費税総額表示）

　

こ
の
協
定
表
は
、
全
町
の
標
準
額

で
す
。
地
区
に
よ
っ
て
は
相
違
が
あ

り
ま
す
し
、
農
地
の
状
況
に
よ
っ
て

も
異
な
り
ま
す
の
で
、
標
準
労
働
賃

金
表
を
参
考
に
話
し
合
い
に
よ
り
決

定
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

　

大
山
町
農
業
委
員
会

　

☎
０
８
５
8
‐
58
‐
６
１
１
５

平成 20年 後期 農作業標準労働賃金協定表

国
民
健
康
保
険
税
の

支
払
方
法
の
変
更
に

つ
い
て

も
、
お
一
人
お
一
人
に
届
く
時
期
は

異
な
り
ま
す
）

◆
問
い
合
わ
せ
先

○
ね
ん
き
ん
特
別
便
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　

０
５
７
０
‐
０
５
８
‐
５
５
５

　

月
〜
金
曜
日
：
9
時
〜
20
時

　

第
2
土
曜
日
：
9
時
〜
17
時

　

（
右
記
以
外
の
受
付
日
時
に
つ
い

て
は
、
社
会
保
険
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.sia.go.jp/

で
ご
案
内
し

て
い
ま
す
）

　

※
IP
電
話
・
PHS
か
ら
は

　

０
３
‐
６
７
０
０
‐
１
１
４
４

　

※
一
般
の
年
金
相
談
は

　

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

　

０
５
７
０
‐
05
‐
１
１
６
５

○
米
子
社
会
保
険
事
務
所

　

☎
０
８
５
９
‐
34
‐
６
１
１
１

※
都
道
府
県
社
会
保
険
労
務
士
会　

で
も
無
料
相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。

下
水
道
事
業
分
担

金
に
つ
い
て

　

旧
大
山
町
に
お
住
ま
い
の
方
と
、

旧
名
和
町
・
旧
大
山
町
の
事
業
所
な

ど
の
方
に
お
知
ら
せ
で
す
。

　

平
成
21
年
４
月
１
日
以
降
に
、
公

共
ま
す
を
設
置
済
み
で
、
新
た
に
下

水
道
を
接
続
さ
れ
る
方
は
、
次
の
分

担
金
が
必
要
に
な
り
ま
す
。（
増
築

の
場
合
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
）

　

下
水
道
の
接
続
を
検
討
さ
れ
て
い

る
方
は
20
年
度
中
の
接
続
を
お
勧
め

い
た
し
ま
す
。

【
平
成
21
年
度
以
降
の
分
担
金
】

　

○
旧
大
山
町
の
一
般
家
庭

　
　

（
公
共
ま
す
設
置
済
み
）

　
　

30
万
円
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

○
旧
名
和
町
・
旧
大
山
町
の

　
　

事
業
所
な
ど

　
　

（
公
共
ま
す
設
置
済
み
）

　
　

35
万
円
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　
　

（
流
水
人
口
５
人
以
上
は
１
人

　
　

に
つ
き
１
万
５
千
円
加
算
）

◆
問
い
合
わ
せ
先

　

水
道
課
（
名
和
分
庁
舎
）

　

☎
０
８
５
９
‐
54
‐
５
２
０
４

下
水
道
事
業
分
担
金
�
経

過
措
置
�
平
成
20
年
度
�

終
了
�
�
�
�

　

国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て
、
本

年
４
月
か
ら
年
金
か
ら
お
支
払
い
い

た
だ
い
て
い
る
方
、
ま
た
は
本
年
10

月
か
ら
年
金
か
ら
お
支
払
い
い
た
だ

く
予
定
と
な
っ
て
い
る
方
の
う
ち
、

次
の
①
お
よ
び
②
の
い
ず
れ
の
要
件

も
満
た
す
方
は
、
事
前
に
金
融
機
関

の
窓
口
で
口
座
振
替
の
手
続
き
を
さ

れ
た
上
、「
本
人
控
え
」
を
お
持
ち

い
た
だ
き
、
税
務
課
の
窓
口
へ
申
し

出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
保
険
税
を

口
座
振
替
に
よ
っ
て
お
支
払
い
い
た

だ
く
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

①
過
去
2
年
間
の
国
保
税
を
滞
納
す

る
こ
と
な
く
納
め
て
い
た
だ
い
て
い

る
方
。

②
こ
れ
か
ら
の
国
保
税
を
、
口
座
振

替
に
よ
り
納
め
て
い
た
だ
け
る
方
。

※
口
座
振
替
へ
の
変
更
と
な
る
時
期

は
、
申
し
出
い
た
だ
く
時
期
に
よ
り

異
な
り
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課

　

☎
０
８
５
９
‐
54
‐
５
２
０
８


